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はじめに。

産業化と教育については,これまで多くが記さ

れてきた。日本はもちろんのこと,ヨーロッパの

主要国,例えばドイツやイギリス,あるいはフラ

ンスといった国については研究の蓄積が多い。し

かし日本において,オランダの教育が研究テーマ

に取り土げられることは少ない。教育事情の紹介

はあっても(荘司1966,須田1974,伊藤1984など),

研究論文を目にすることはほとんどない。オラン

ダの産業化と教育の普及といったテーマは,我が

国では未開拓の領域といってもよい。

オランダ本国では,どうなのか?

オランダにおいて産業化か教育の普及に寄与し

たかどうか,あるいは教育の普及が産業化を促進

したかについては, Mulder (Kruitthof et a1.1982,

pp.355-370)が,就学率の変化から,ヨーロッパ

諸国との比較で述べている。

Mulderによれば,オランダの初等教育の普及

は,産業化の条件でも結果でもない。

オランダは早い時期から就学率が高かった。ド

ヤツやフランスのようなナショナリズムはなかっ

たが,この二国に劣らない就学率を19世紀前半に

あげていた。 しかし,オランダの産業化け,イギ

リス,フランス,ドイツから遅れ, 1860年に産業

革命を迎えた。就学率が1860年を機に土昇したが

といえば,そうではなかった。オランダの産業革

命は1890年ごろ完結したが,児童の就学率は1870

年から1890年の間でむしろ低下していた。産業革

命後の急速な工業化は,教育の普及にはマイナス

に働いた。

就学率が上がったのは, 1850年から1860年,つ

まり産業革命以前と, 1890年から1910年(1900年

に義務教育法が制定された),つまり産業革命以

降であった。ここから教育の普及が,産業化を促

進したとはいえないと, Mulderは述べている。

1850年から1860年にかけての就学率の上昇が,

1860年以降の産業革命の条件であったかについて

は疑わしい。この時期の就学率上昇は, 1851年の

都市法と1857年の教育法によるもので,これが産

業化の引き金になったとはいえない。他国との比

較で考えれば,オランダより就学率の低いフラン

スが,1830年には産業革命を迎えていたことから,

教育の普及が産業化の絶対的な条件とは言えない

と, Mulderは結論づけた。

Mulderの論文を読むと,彼の弱点はオランダ

の産業化と教育の普及をマクロな視点で見ている

ことと,ヨーロッパ諸国との比較で考察している

ことである。よりミクロな視点,例えばオランダ

国内において産業化の進んでいた地域とそうでな

い地域や,教育政策といった国内事情をみていな

い。この点をつめることがMulderの弱点を補う

ことになる。

そこで本稿は,オランダの産業化と教育の普及
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について,19世紀後半を対象に,再検討すること

にした。その際,これまで多くの研究が取り土げ

てきた就学率から教育の普及を見るのではなく,

不登校児の状況と変化から検討することにした。

就学率と不登校児の割合は表裏の関係にあると考

えられる。そこで不登校児の状況や変化から教育

の普及を捉えることにした。というのは,19世紀

後半の不登校児の状況について,地域別に示した

資料が見つかったからである。逆に,地域別の就

学率を示した資料が見つからなかったことも理由

としてある。なお,本稿で取り上げる教育の普及

は,初等教育に限定した。

1.産業革命期の不登校児の状況と考察

まず,産業革命期の不登校児の状況を見てみる。

表1は, 1865年から1885年にかけて6歳から9

歳の不登校児の割合を州別に示している｡表2は,

9歳から12歳の児童について示している。ここで

いう不登校児とは,全く学校に通わない子どもの

ことである。

これらの表を見て明らかなのは,産業革命期を

通して不登校児の割合は減少していることであ

る。果たして,これは産業化かもたらしたものな

のか?

男女別に比較すると,6-9歳の不登校児(表

いのオランダ全体の値は,産業革命初期の1865

年には,男子が24.0%で女子が29.0%であった。

その後は男女とも減少し,両者の差は1885年に

3%となった。 9 -12歳で見ると(表2), 1865

年には,男子の不登校児が18.0%なのに対し,女

了-(i26.0%と,8%の差があった。この後,男女

の差は産業革命期を通して縮まるが,それでも

1885年には4%の差があった。女子が男子より不

登校児の割合が高いのは,女子に教育を受けさせ

ようとする意識が低かったからである。

年齢別に見ると,6-9歳の子どもをもつ父兄

の就学意識が低かったことがわかる。 9 -12歳の

子どもになると就学に対する意識が浸透しかため

か,不登校児の割合は低くなった。 しかし細かく

見ると,1870年には年齢別に見ても,オランダ全

体で男子の不登校児の割今はさほど変わらない。

さらに,この年を見る限り9 -12歳の女子の不登

校率は6-9歳より高い。 1870年は産業革命の真

っ直中で,子どもを学校へ行かせることよりも労

働に従事させた可能性が高い。

次に州別に不登校児の割合を見てみる。6-

9歳の不登校児の割合で男女ともに共通している

ことは,オランダの北部3州,つまり,フリース

表1 オランダの州別不登校児(6-9歳)の割合

18



愛知教育大学保健体育講座研究紀要 No.33. 2008

表2 オランダの州別不登校児(9 -12歳)の割合

(Veld 1987,p.l63上り作成)

ラント州,フローニンヘン州,ドレンテ州と,中 る。

部に位置するオーフェレイゼル州は,他の州に比 前にも述べたが,オランダの産業革命は1860年

べて不登校児の割合が低い。だが,9 -12歳の子 に始まり1890年頃に完結した。その中でいち早く

どもで見ると,これらの州の不登校児は,他の地 産業化が進んだのは,オーフェレイゼル州にある

域とそれほど変わらない。 トゥエンテと,北ブラバントー一帯を中心とする繊

この理由は文化的背景にあり,産業化とは無関 維工業都市であった。これらの地域には多くの紡

係と考えるべきである。北部3州は,特にプロテ 績工場が建ち並び,労働力として人々が移住して

スタントの多い地域で,小さい子どもにも教育を きた。次に産業化の進んでいた地域は,北ホラン

受けさせる意識が根強いからである。 ト州である。ハーレムの紡績工場をけじめ,アム

それに対して,カトリックの多い南部の州(リ ステルダムには汽船会社やダイヤモンド研磨業,

ンブルグ州,ブラバント升|)を見ると,9 -12歳 製糖業など,産業革命の中心都市があった。

では他の地域と不登校率で差がないか,若干,低 これらの州の不登校児の割合を見ると,オーフ

い値を示しているのに,6-9歳の不登校率はやェレイゼル州では,産業革命期を通して6一9歳

や高い。これは,小さな子どもの教育は,学校よ の子どもの不登校率は全国平均より低く,9 -12

り家庭で行うべきだという,田舎のカトリック的 歳の子どもで全国平均とほぼ同じである。 6-9

な考えによるものである。 歳の子どもの不登校率の低さが産業化の功績であ

さて,産業化と教育の普及について考えてみよ るかといえば,それはこの地域が前述したように

う。 プロテスタントの強い地盤であるため,不登校率

もし産業革命によって,産業化の進んだ地域で が低かったと考えるべきである。

子どもの不登校率が低ければ,それは産業化が教 ブラバント州はどうか。この州はカトリック信

育の普及に貢献した可能性が高い。しかし,産業 者が多い地域であり,教育にそれほど熱心なわけ

化の進んだ地域で不登校率が高かったり,逆に, ではない。そのため,ここで不登校率が低ければ,

産業化の遅れていた地域で不登校率が低い場合 産業化か教育の普及に貢献したことになる。6-

は,産業化と教育の普及に関係はないと考えられ 9歳で見ると,不登校児の割合は全国平均よりや
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や高い。低学年には学校へ通わせる意識が低い地 だが,それは産業革命後のことである。それに力

域とはいえ,もし産業化か教育の普及に貢献した トリック色の強い南部とはいえ,6-9歳の子ど

とすれば,もっと不登校率が低くてもよいはずで もの不登校率が高い。

ある。 9 -12歳の子どもの不登校率はどうだろう また,表2から,特に不登校率の低い地域はそ

か｡男子は全国平均と同じか,やや高い年もある。 の他に特定できない。あえて挙げるとすればフロ

女子は全国平均より高い年と低い年があり,どち ーニンヘン什|だが,この什|も伝統的に農業地域で

らの傾向があるともいえない。 あり,決して産業化か進んでいた場所ではない。

また,北ホラント州の不登校率は,6-9歳で これらからして,初等教育の普及は,産業化によ

他よりも明らかに高い。この地域にカトリックが るものではないと考えられる。教育の普及は,宗

多いことを考慮して仏数値は高すぎる。 9 -12 教的要因や地方自治体の取組による違いで差が生

歳の子どもで見ると,男子の不登校率は産業革命 じたと推察される。

2.産業革命後の不登校児の状況と考察

時もあり,特に傾向があるわけではない。 産業革命後の不登校児の状況はどうだったの

以上から,産業化,工業化の進んでいた地域で か。

子どもの不登校率が低かったとはいえず,産業化 表3は, 1892年から1900年までのオランダ全体

が教育の普及に貢献したとは考えられない。不登 の不登校児の数とその理由を示している。ここで

校率の高低は,文化的・宗教的背景によるもので いケ不登校児も全く学校に通わない子どもで,

あり,産業化との関係はないとみるべきである。 時的な不登校児ではない。

9 -12歳の子どもの不登校率は,リンブルク州 子どもの数の増加に対して,不登校児の数が減

が低い値を示しているが,この地域が目立って産 少しかことは,国民に就学意識が浸透しかことと

業化か進んでいたわけではない。石炭鉱業は盛ん 教育政策の成果といえる。しかし,産業革命が終

表3 不登校児(6 -12歳)の数と理由
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注:項目の1 -14 は､以下の通り。

1:年 2:6-12歳の子どもの数

4:登録されているが登校待ちの子ども

6:上級レべルヘ進学した子ども

8:学校までの距離が遠いための不登校児

10 : 病院に長期人院している子ども

12 : 貧困による不登校児 13 : 船上生

活による不登校児

3:年間を通して全く学校に行かない子ども

5:少年院･教護院にいる子ども

7:季節労働・その他の労働に上る不登校児

9:身体に障害があるため自宅滞在している子ども

ll:予防接種拒否により登校が許可されない子ども

14 : 理由不明
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了した1892年には,子どもの10.7%,義務教育法

(1900年)が制定される直前には8.6%の子どもが,

依然,不登校の状態にあった。

不登校の理由は多岐にわたっている。項目4の

｢登録されているが登校待ちの子ども｣とは,就学

年齢(6歳)に達しているのに,学校に子どもの

収容能力がないため,市町村から自宅待機してい

るように通達された子どもである。なかには次年

度まで通学することを待つように指示された子ど

ももいた。この数が他の項目に比べて最も増えて

いるが,これが当時,大きな問題となっていた。

就学を希望しているのに,学校にその収容能力が

なかったのは,教育行政の立ち後れ,特に資金不

足によるものであった。 1890年に初等教育の全面

的無償が廃止されたため,子どもの増加に対して

学校の設立が追いつかなかった。このことは,

｢学校までの距離が遠いための不登校児｣が多くい

たことからも推察できる。市町村の財政難から徒

歩で通える範囲に学校を設立することができなか

ったのである。

不登校の理由で注目すべきは,｢少年院･教護院

にいる子ども」「季節労働･その他の労働による不

登校児｣｢身体に障害があるため自宅滞在している

子ども｣である。人数としてはこれらが占める割

合が高く,この3つを合わせると,いずれの年で

も不登校児の50%を越えていた。障害のため学校

に通えない子どもはやむを得ないとしても,犯罪

を犯し少年院などに収監された子どもが増えたこ

とは社会問題となっていた。産業化か進む中で,

子どもの規律や道徳心の希薄化か起きていたと推

察できる。

また,季節労働やその他の労働に多くの子ども

が従事し,学校に通えなかったことも,この表か

ら読みとれる。この時代,に場で労働に従事して

いた子どもは多かったが,一万人を超える不登校

児は工場に限られたわけではなかった。農業労働

にも多くの子どもが使われていた。特に東部の農

業地域では,子どもの労働力が家計を支える役割

を果たしていた。リンゴ,洋なしなどの果物畑で

働く子どもが多かった。

泥炭採掘,麻栽培,レンガ製造で生計を立てて

いた家では,一年のうち何力月もの間,子どもを
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学校へ通わせなかった。これらの職業は収入が不

安定なため,収入の少ない時期は他の場所に子ど

もたちを働きに行かせた。そのため,結果的に一

年のほとんどの期間,学校に行かない子どもがい

た。オランダでは,年少工場労働者と,農業ある

いは季節的な労働に従事する子ども、この二つの

理由による不登校児が多くいた。

人数としては多くないが,項目11について補足

しておく。オランダでは19世紀の終わりになって

も非科学的な教義を厳格に守っていた地域や集団

があった。命の終わりは神の定めによるものと考

え,輸血はもちろん,予防接種も拒む家庭があっ

た。これはその家族が信奉する宗教の教義による

ものだが,疾病や重度のけがなど緊急事態にも,

親が子どもの治療を拒み,死に至ることがしばし

ばあった。当時は,学校に来る子どもに予防接種

を義務づけていたので,これを受けない子どもは

通学が許可されなかった。この理由による不登校

児は1892年から1900年までに半減したが,現代に

至ってもこのような教義を守っている集団がある。

一方,貧困による不登校児が,この程度しかい

なかったことは意外である。時代を考えれば,も

っと多くの子どもが貧しいなかにいたと思われる

が,産業化か進み,ある程度,経済的に豊かにな

ったためであろうか。また,オランダ独特のスタ

イルである船土生活により居住地が一定していな

いため,通学できない子どもが3千人以上いた。

今日では,このような家庭の子どもは,転校を繰

り返して通学しているが,その数はわずかである。

｢理由不明｣で学校に来ない子どもが多かった

が,｢季節労働･その他の労働による不登校児｣と

あわせて,この二つの理由による不登校は,1900

年の義務教育法制定以降,許されなくなった。両

者を合わせると,1900年に18,194人おり,6一12

歳の子どもの2.7%を占めていた。 1892年からこ

の二つの理由による不登校児は減っているが,不

登校児全体の中では多かった｡義務教育法制定後,

いかにこれらの子どもたちを無くすかが課題であ

った。

19世紀末に産業革命が完結し,ようやくヨーロ

ッパのなかで産業化の遅れを取り戻したオランダ

で,この時期に劇的な不登校児の減少が起きたか
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といえば,そうではなかった。ということは,産

業化が教育の普及に大きく貢献したとはいえな

い。就学率を上げ,不登校児を減らすのは,産業

化よりも別の要因があるとみるぺきである。

ところで1900年に義務教育法が制定されたの

は,産業化の功績によるものであったのか。つま

り,産業化か進んだ結果,初等教育を広く普及さ

せる必要が生じたのか。

また,この法律は,不登校児を減らし,すべて

の子どもを学校へ通わせることに目的があったの

だろうか。

前者については,産業化の功績というより義務

教育の制度化を望む国民的要請によって実現した

と見るべきである。

オランダでは19世紀後半に,初等教育を全ての

子どもに受けさせるべきとの認識が社会に浸透し

た。それは,自由主義と近代化の影響のもと,平

民の子どもにも社会生活を営む上で必要な支配的

文化基準を植え付けるべきと考えられたからであ

る。その対象となる子どもは,はじめ6歳から12

歳とされていた。そして, 1875年から義務教育に

関する議論が起きた。当初,上流階級の一部は,

全ての子どもに教育を受けさせる必要はないと考

えていた。労働者階級の問でも,生計を支える労

働力の確保という理由から義務教育を望まない父

母が多かっか。また, 1890年代になると,ある程

度,初等教育が普及していたので,労働者階級の

中には,あえて義務教育を法制化する必要はない

と主張する者もいた。しかし中間層は,自分の子

どもに初等教育を確実に受けさせたいと考えてい

た。制度として確立しなければ,地域差や親の職

業によって子どもの教育に違いが生じるからであ

る。このように初等教育の義務化に向けて認識の

違いはあったが,大きな論争を呼ぶこともなく義

務教育の法制化へと進んだ。というのは, 1880年

代から子どもが初等教育を受けることが,一般化

または常識化して,多くの子どもが学校に通うよ

引こなったからである。それと同時に不登校児に

対する関心も高まっていた。子どもを学校へ通わ

せない父母に対して処罰を定めるという点でも法

制化が必要だった。 1890年代に入ると,全ての子

どもが初等教育を受けるべきとの社会意識が高ま
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り,義務教育の法制化が望まれた。ところが問題

が生じた。総論では賛成だが,細かい点について

は宗教派と非宗教派,あるいは階級別に考え方の

違いがあった。教育の目的,内容,就学期間,食

事と服装,全面的無償制にするか否か,また法律

が守られているかを監督する制度,などについて

である。こうした問題を抱えながらも,まずは初

等教育の義務化という大枠での合意を得て,1900

年に法律で義務教育が定められた。

後者についてVeld (1987, p.l56)は,19世紀

の終わりに全く学校に行かない子どもが9%いた

ことは,それほど大きな問題ではなかったという。

まして,労働に従事していたり,理由のない不登

校児が,3%弱であったことなど,全体からすれ

ば僅かだと述べた。

では,義務教育法がつくられた目的は何だった

のか。

実は, 91%の就学児の中で,毎日,学校へ通っ

ていた子どもが少なかったことに問題があった。

全く学校に行かない子どもをどうするかよりも,

毎日,学校に来ることができない子どもを減らす

ことに義務教育法の設立目的があった。というの

は, 1890年代に初等教育を修了した子どもは半数

にも満たなかった。 1891年でいえば,初等教育を

受けた子どものうち,男子の4分の3,女子の3

分の2が学校を中退した。 1900年には,男子の

86%,女子の77%が中退した。つまり,子どもを

いかに継続的に通学させ,卒業まで導くか,これ

が課題であった。(veld 1987, pp.157-160)

19世紀後半の初等教育は,就学率では高い値を

示しながらも、実際には不定期に学校へ通ってい

た子どもが多く,決して就学状況が良好であった

わけではない。

義務教育法が制定された後の就学率どうだった

のか。初等教育の就学率は,1900年で6-13歳の

子どもの82.4%であった。 1905年には87.2%に増

えたが,その後の就学率は1930年まで87%前後に

止まった(Centraal Bureau voor de Statistiek

1989, p.52)。

どうして義務教育が法律で定められたにも関わ

らず,就学率が土がらなかったのか。

原因は, 1920年まで続いた「学校紛争」,第
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一次世界大戦と経済恐慌などが,不登校児を継続

的に存在させたからである。オランダは第一次世

界大戦に参戦しなかったにも関わらず,その期間

中は不登校児が増えた。大戦による経済的打撃を

受けたことによって国民の収人は減り,特に東部

と南部の国境に位置していた地域は生活が困窮し

ていた。そのため子どもは労働力として利用され

(農業地域でその傾向が強い),学校に通うことよ

りも、 日々の生活のために働いていた。

また,大戦中は暖房用燃料の配給が減ったこと

で,多くの学校は修業時間を短縮し,長期休暇の

期間を延長した。時には学校が軍事施設として利

用され,戦争終了後も難民や捕虜の収容所,病院

として利用されたため,学校自体が再開不可能な

状況にあった。こうしたことから,不登校児は減

少しなかった。

第一次大戦終了後,いかに子どもたちを学校に

来させるか。そして継続的な不登校児をどうした

ら減らすことができるか,政府は,義務教育法に

罰則規定を設けることにした。しかし,この罰則

規定も効果はなかった。子どもを学校へ通わせな

い父兄に罰金を科したが,その全額は安く,貧し

い家庭でも払うことができた。そのため不登校児

はなかなか減少しなかった。

1919年にフローニンヘン学区で行われた調査に

よれば, 1,134人の不登校児に対してその父兄に

登校勧告を行い(前年度は1,072人),その内492

人の父兄に警告を発した(前年度は465人)。さら

にその中で調書を取られた者は160人に上った

(前年度は149人)。(Minister van Onderwiis,

Kunsten en Wetenschappen 1921,p.40)

前年度と比べて,不登校児が増えた理由として,

戦争により就学義務意識や責任感が欠如したこと

が考えられる。しかし,それ以上に農業地域であ

るフローニンヘンでは,わずかな罰金であれば,

それを払ってでも子どもに農作業を手伝わせた方

が,収入が増えると考えていた父兄が多かった。

産業化か進み,法律で就学義務が定められても,

社会や経済の状況によっては,一定以土の教育の

普及は難しかった。

おわりに。

本稿では,オランダにおいて産業化が教育の普

及に貢献したかどうかについて検討した。

結果,産業化の進展が不登校児の減少に直接貢

献したとは言えない。 19世紀後牛の不登校児の減

少は,教育政策による効果と,次第に一般化して

いった就学意識の広がりによるものであった。 20

世紀に入ると,社会的・経済的な混乱から,次第

に子どもに対する就学義務意識も薄らぎ,不登校

児はなかなか減少しなかった。よって,オランダ

においては,産業化かそのまま教育の普及に貢献

したとはいえない。

今後の課題は,教育の普及が産業化を進めたの

かについて,ミクロな視点から検討を行うことで

ある。

〈注〉

注1)農業の近代化は,工業の近代化に比べて技術的にか

なり遅れていた。 1878年の農業恐慌を機に経営方法

や技術面の改善が行われたが,すぐには効果が現れ

なかった。大型機械を使う近代的集約農業の普及は

遅く,伝統的な手作業による農家が依然として多か

った。そのため農場では,子どもの労働力が必要と

された。

注2) 1857年の初等教育法で公立学校から宗教教育を排除

することが目的の一つにおかれると,宗教派の学校

には国からの財政的援助がなくなった。すると宗教

派から反発が起き,宗教派と非宗教派の間で半世紀

以トにわたる｢学校紛争｣と呼ばれる教育闘争が起き

た。これは宗教派と非宗教派の政党を巻き込んだ政

治的対立にまで進んだ。1917年の憲法で,公立と私

立,全ての学校に対して同等の扱いをすることが定

められ, 1920年から宗教派学枚に対して学校運営経

費の全面的国庫負担が実施されると,ようやく｢学

校紛争｣は終結した。

こうした理由から,宗教派は長年にわたり財政的に

学校紀営が難しかった。宗教派に属する国民が多い

オランダにおいて,20世紀に入ってもなかなか就学

率が上がらなかった原因の一つはここにある。
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